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・
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曜
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発
行
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指
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検
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係
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特
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工
程
及
び
特
定
工
程
後
の
工
程
の
指
定
（
建
築
指
導
課
）

二
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…

○
公
告

山
口
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
に
係
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指
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管
理
者
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指
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政
策
課
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治
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金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
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届
出
が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
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名
称
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公
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委
規
則

聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

五
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…

山
口
県
警
察
本
部
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
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…
…
…

○
公
安
委
告
示

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る

告
示

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
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…
…
…
…
…
…

○
雑
報

県
報
の
正
誤
（
令
和
七
年
二
月
二
十
一
日
山
口
県
報
の
目
次
）
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
五
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
保
安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

山
口
市
小
郡
下
郷
字
大
山
二
五
三
九
か
ら
二
五
四
六
ま
で
、
字
百
谷
壱
二
五
四
九
、
百
谷
弐
二
五

五
二
の
一
、
字
南
百
谷
三
一
〇
六
八
六
か
ら
一
〇
六
九
〇
ま
で
、
一
〇
六
九
一
の
一
か
ら
一
〇
六
九

一
の
三
ま
で
、
一
〇
六
九
二
、
字
北
百
谷
壱
一
〇
六
九
三
、
一
〇
六
九
三
第
一
、
一
〇
六
九
四
、
一

〇
六
九
五
の
一
、
一
〇
六
九
六
か
ら
一
〇
六
九
九
ま
で
、
字
南
百
谷
壱
一
〇
八
二
〇
か
ら
一
〇
八
二

三
ま
で

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

山
口
市
小
郡
下
郷
字
百
谷
壱
二
五
四
九
・
字
百
谷
弐
二
五
五
二
の
一
・
字
南
百
谷
三
一
〇
六

八
六
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

⚒

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⚓

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
山
口
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚔

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

産
部
森
林
整
備
課
及
び
山
口
市
農
林
水
産
部
農
林
整
備
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
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山
口
県
告
示
第
五
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
の
所
在
場
所

岩
国
市
周
東
町
差
川
字
楠
木
四
一
、
字
国
森
一
〇
〇
九
三
の
七
八
、
一
〇
〇
九
三
の
八
一
か
ら
一

〇
〇
九
三
の
八
三
ま
で
、
一
〇
〇
九
三
の
八
五
、
一
〇
〇
九
三
の
八
七
、
一
〇
〇
九
三
の
八
八
、
一

〇
〇
九
三
の
九
〇
か
ら
一
〇
〇
九
三
の
九
三
ま
で
、
一
〇
〇
九
三
の
九
七
、
一
〇
〇
九
三
の
二
二

〇
、
一
〇
〇
九
三
の
二
三
三
、
一
〇
〇
九
三
の
二
三
四

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
西
安
下
庄
字
西
長
迫
三
六
八
三
、
三
六
八
四
の
一
、
三
六
九
〇
か
ら
三

六
九
三
ま
で
、
三
六
九
四
の
一
、
三
六
九
四
の
二
、
三
六
九
五
の
二
、
三
六
九
五
の
四
、
三
六
九

六
、
三
六
九
七
、
三
六
九
七
の
一
、
三
六
九
七
の
二
、
三
七
〇
一
、
三
七
〇
二
の
一
、
三
七
〇
二
の

二
、
三
七
〇
三
、
三
七
〇
六
の
一
、
三
七
〇
七
の
三
、
一
一
二
六
四
の
一
、
一
一
二
六
四
の
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

岩
国
市
周
東
町
差
川
字
国
森
一
〇
〇
九
三
の
七
八
・
一
〇
〇
九
三
の
九
三

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
西
安
下
庄
字
西
長
迫
三
六
八
三
・
三
六
八
四
の
一
・
三
六
九
〇
か

ら
三
六
九
三
ま
で
・
三
六
九
五
の
四
・
三
六
九
六
・
三
七
〇
一
・
三
七
〇
二
の
二
・
三
七
〇

三
・
三
七
〇
六
の
一
（
以
上
一
四
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

⚒

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⚓

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚔

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

産
部
森
林
整
備
課
並
び
に
岩
国
市
役
所
及
び
周
防
大
島
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
五
十
四
号

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
十
九
号
）
附
則
第
四

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法

（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
共
下
水
道
の
幹
線
管
渠き

よ

等
の
設

置
に
関
す
る
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

公
共
下
水
道
の
名
称

周
防
大
島
町
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

二

工
事
の
内
容
及
び
区
域
又
は
区
間

内

容

区

域

又

は

区

間

幹
線
管
渠き

よ

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
小
松
字
南
町
八
七
五
地
先
か
ら

同
郡

同
町

同
大
字
字
安
迫
六
一
の
六
地
先
ま
で

三

工
事
の
完
了
の
日

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
告
示
第
五
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
三
第
一
項

第
二
号
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
建
築
物
に
関
す
る
中
間
検
査
に
係
る
特
定
工
程
及
び
特
定
工
程

後
の
工
程
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

中
間
検
査
を
行
う
区
域

山
口
県
の
区
域
（
下
関
市
、
宇
部
市
、
山
口
市
、
萩
市
、
防
府
市
、
岩
国
市
及
び
周
南
市
の
区
域

を
除
く
。
）

二

中
間
検
査
を
行
う
期
間

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
日
ま
で
に
法
第

六
条
第
一
項
又
は
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
（
以
下
「
確
認
申
請
」
と
い

う
。
）
が
行
わ
れ
た
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
同
日
後
に
お
い
て
も
、
中
間
検
査
を
行
う
も
の
と
す

る
。

二
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三

中
間
検
査
を
行
う
建
築
物

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
確
認
申
請
が
行
わ
れ
た
建
築
物

（
法
第
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
工
程
を
そ
の
工
事
に
含
む
建
築
物
、
法
第
八
十
五
条

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
た
建
築
物
、
同

条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
公
益
上
や

む
を
得
な
い
と
認
め
た
建
築
物
並
び
に
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八

号
）
第
十
条
第
一
号
に
掲
げ
る
建
築
物
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
一
の
建
築
物
の
新
築
に
係
る
部
分
が

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
中
間
検
査
を
行
う
。

㈠

分
譲
を
目
的
と
す
る
住
宅

㈡

主
要
構
造
部
が
木
造
で
あ
る
住
宅
（
地
階
を
除
く
階
数
が
三
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

㈢

主
要
構
造
部
が
鉄
骨
造
で
あ
っ
て
、
地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
下
で
、
か
つ
、
延
べ
面
積
が
三

百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
建
築
物
（
テ
ン
ト
倉
庫
建
築
物
の
構
造
方
法
に

関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
等
の
件
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百

六
十
七
号
）
に
規
定
す
る
テ
ン
ト
倉
庫
建
築
物
を
除
く
。
）

四

特
定
工
程

㈠

木
造
の
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
柱
、
は
り
及
び
小
屋
組
の
建
て
方
工
事
（
枠
組
壁
工
法
の
木
造

建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
耐
力
壁
及
び
小
屋
組
の
建
て
方
工
事
）

㈡

鉄
骨
造
の
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
一
階
部
分
の
鉄
骨
の
建
て
方
工
事

㈢

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
二
階
の
床

（
地
階
を
除
く
階
数
が
一
で
あ
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
屋
根
）
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
は
り
に

鉄
筋
を
配
置
す
る
工
事

㈣

㈠
か
ら
㈢
ま
で
に
規
定
す
る
建
築
物
以
外
の
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
二
階
の
床
（
地
階
を
除
く

階
数
が
一
で
あ
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
屋
根
）
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
は
り
に
鉄
筋
を
配
置
す

る
工
事

五

特
定
工
程
後
の
工
程

㈠

木
造
の
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
壁
の
内
外
装
工
事

㈡

鉄
骨
造
の
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
特
定
工
程
に
係
る
部
分
を
覆
う
工
事

㈢

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
二
階
の
床

（
地
階
を
除
く
階
数
が
一
で
あ
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
屋
根
）
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
は
り
に

配
置
さ
れ
た
鉄
筋
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
覆
う
工
事

㈣

㈠
か
ら
㈢
ま
で
に
規
定
す
る
建
築
物
以
外
の
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
二
階
の
床
（
地
階
を
除
く

階
数
が
一
で
あ
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
屋
根
）
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
は
り
に
配
置
さ
れ
た
鉄

筋
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
覆
う
工
事

公

告

（
三
三
）
山
口
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定

山
口
県
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
六
年
山
口
県
条
例
第
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し

ま
し
た
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
日
本
マ
ン
パ
ワ
ー

東
京
都
千
代
田
区
神
田
東
松
下
町
四
七
番
一
号

二

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
に
開
館
し
、
又
は
臨
時

に
閉
館
す
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
開
館
時
間
を
延
長
し
、
又
は
短
縮
す
る

こ
と
。

㈣

条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
の
利
用
を
拒
む
こ
と
。

㈤

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

指
定
し
よ
う
と
す
る
期
間

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

（
三
四
）
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
業
の
名
称

県
営
後
谷
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業

二

工
事
完
了
の
時
期

令
和
六
年
九
月
二
十
六
日

二
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選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

自
由
民
主
党
山
口

県
美
祢
市
第
一
支

部
中
本
喜
弘
杉
山
勝
巳
美
祢
市
大
嶺
町
東
分
2924

の
５

令
和
７
、

１
、
24

「
５
つ
の
良
し
」

で
街
づ
く
り
の
会
西
山
嘉
昭
光
畑
公
子
萩
市
大
字
土
原
437

令
和
６
、

12、
16

市
民
連
携
や
な
い
志
熊
英
子
井
原
耐
子
柳
井
市
古
開
作
710

〃
〃
３

首
藤
も
と
よ
し
後

援
会

首
藤
元
嘉
首
藤
元
嘉
長
門
市
日
置
中
908の

１
〃
〃
４

武
野
裕
司
後
援
会
武
野
裕
司
武
野
美
優
山
陽
小
野
田
市
日
の
出
３

丁
目
２
番
13号

令
和
７
、

１
、
23

橋
本
け
ん
じ
後
援

会
松
永
博
則
橋
本
千
鶴
子
長
門
市
西
深
川
2948の

３
〃
〃
８

藤
田
え
り
か
後
援

会
藤
田
枝
里
香
藤
田
敬
太
郎
熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
馬

島
32

令
和
６
、

12、
27

守
田
達
也
後
援
会
守
田
達
也
福
本
晴
美
〃

〃
大
字
麻

郷
554の

10
〃
〃
５

山
口
県
介
護
障
害

福
祉
事
業
者
政
治

連
盟

齊
藤
昌
昭
岩
崎
卓
哉
下
関
市
新
地
町
３
番
28号

令
和
７
、

１
、
22

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

公
明
党
西
山
口
総
支
部

猶
野

克
事
務
所
宇
部
市
恩
田
町

２
丁
目
６
番
12

号
宇
部
市
錦
町
５

番
５
号

令
和
７
、

１
、
９

公
明
党
東
山
口
総
支
部

金
子
優
子
〃

周
南
市
大
字
夜

市
652の

１
周
南
市
上
遠
石

町
11番
48号

〃
〃
15

公
明
党
山
口
総
支
部

其
原
義
信

〃
山
口
市
湯
田
温

泉
３
丁
目
３
番

８
－
1306号

山
口
市
小
郡
下

郷
新
丁
1483

〃
〃
８

代
表
者
其
原
義
信

村
上
満
典

会
計
責
任
者
生
野
美
輪

佐
々
木
公
恵

自
由
民
主
党
秋
芳
支
部

安
冨
法
明
〃

中
本
千
春

猶
野
智
和

〃
〃
14

自
由
民
主
党
萩
支
部

岡
生
子
事
務
所
萩
市
大
字
土
原

113の
１

萩
市
唐
Ṥ
町
69
令
和
６
、

12、
１

代
表
者
岡

生
子

新
谷
和
彦

立
憲
民
主
党
山
口
県
総
支
部
連

合
会

平
岡
秀
夫
〃

平
岡
秀
夫

小
田
村
克
彦

令
和
７
、

１
、
８

立
憲
民
主
党
山
口
県
第
３
区
総

支
部

〃

〃
〃

〃

〃
〃
〃

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

法
第
19条
の
７

第
１
項
第
１
号

に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団

体

国
会
議
員
関
係

政
治
団
体
以
外

の
政
治
団
体

井
原
健
太
郎
後
援
会

井
原
健
太
郎
事
務
所
柳
井
市
古
開
作

710
柳
井
市
南
町
１

丁
目
７
番
５
－

203号
令
和
６
、

12、
３

大
井
淳
一
朗
後
援
会

半
矢
幸
子
代
表
者
半
矢
幸
子

大
本

軍
令
和
７
、

１
、
６

会
計
責
任
者
大
井
淳
一
朗

岩
本
久
人

笠
井
泰
孝
後
援
会

長
谷
川
典
彦
代
表
者
長
谷
川
典
彦

堀
田
正
隆

令
和
６
、

８
、
28

中
村
博
行
後
援
会

花
本
敏
夫
〃

花
本
敏
夫

前
田
清
治

令
和
７
、

１
、
10

四
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山
口
県
遺
族
政
治
連
盟
本
部

市
來
健
之
助
〃

市
來
健
之
助

新
宅
儀
次
郎

令
和
６
、

11、
24

山
口
県
司
法
書
士
政
治
連
盟

龍
角
信
夫
事
務
所
山
口
市
駅
通
り

２
丁
目
９
番
15

号
山
口
市
神
田
町

５
番
11号

〃
〃
18

山
口
県
私
立
幼
稚
園
振
興
連
盟
梶
山
正
迪
代
表
者
梶
山
正
迪

渡
邊
和
行

令
和
７
、

１
、
１

山
口
県
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
政

治
連
盟

松
山
邦
彦
会
計
責
任
者
岡
田
時
秀

上
利

嘉
〃
〃
〃

わ
せ
だ
ま
ゆ
み
後
援
会

松
岡
清
司
〃

升
本
朱
美

相
浦
慎
治

〃
〃
10

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散

年
月
日

日
本
維
新
の
会
衆
議
院
山

口
県
第
３
選
挙
区
支
部

伊
藤
博
文
伊
藤
博
文
美
祢
市
大
嶺
町
東
分
652の

26
令
和
６
、

12、
26

伊
藤
博
文
後
援
会

〃
〃

〃
〃
〃
〃

魚
永
智
行
後
援
会

小
村
忠
昭
魚
永
良
子
周
南
市
西
松
原
４
丁
目
２
番
29号

〃
〃
31

尾

隆
則
後
援
会

森
永
三
男
神
田
末
夫
〃

新
清
光
台
１
丁
目
７
番
20号

〃
〃
〃

岸
信
夫
後
援
会

岸
信
夫
吉
永
隆
史
熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
下
田
布
施
3391

〃
11、
30

小
松
英
二
後
援
会

小
松
英
二
小
松
英
二
下
松
市
大
字
東
豊
井
1031の

４
〃
12、
31

さ
か
つ
じ
義
人
後
援
会

坂
⁋
義
人
森

義
勝
山
陽
小
野
田
市
共
和
台
２
番
17号

令
和
７
、

１
、
23

創
信
会

柏
原
伸
二
吉
永
隆
史
岩
国
市
今
津
町
１
丁
目
10番
17号

令
和
６
、

11、
30

た
か
さ
ご
と
も
こ
を
励
ま

す
会

髙
砂
朋
子
髙
砂
雅
幸
防
府
市
大
字
台
道
1355の

140
〃
12、
31

田
村
勇
一
後
援
会

藤
井
竜
也
上
田

馨
周
南
市
城
ケ
丘
４
丁
目
８
番
23号

〃
11、
30

俵
か
お
る
後
援
会

秋
山

元
田
原
義
信
美
祢
市
秋
芳
町
嘉
万
1388

〃
12、
31

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金

管
理

団
体

の
名

称
備

考

(

)

資
金
管
理
団
体
で
な

く
な
っ
た
年
月
日

伊
藤
博
文

伊
藤
博
文
後
援
会

令
和
６
、
12、
26

坂
⁋
義
人

さ
か
つ
じ
義
人
後
援
会

令
和
７
、
１
、
23

髙
砂
朋
子

た
か
さ
ご
と
も
こ
を
励
ま
す
会

令
和
６
、
12、
31

公
安
委
員
会

聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号

聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
聴
聞
を
行
う
公
安
委
員
会
等
の
事
務
所
の
掲
示
板
に
掲
示
し
て
」
を
「
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

四
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
警
察
本
部
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

山
口
県
警
察
本
部
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
警
察
本
部
組
織
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
地
域
運
用
課
」
を
「
通
信
指
令
課
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
五
課
」
を

「
四
課
」
に
改
め
、
「
運
転
管
理
課
」
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
企
画
室
」
の
下
に
「
、
人
材
戦
略

室
及
び
警
務
管
理
室
」
を
加
え
、
「
地
域
部
地
域
運
用
課
」
を
「
地
域
部
地
域
企
画
課
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
警
務
課
に
関
す
る
部
分
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
二
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

十
三

本
部
の
各
部
（
刑
事
部
、
交
通
部
及
び
警
備
部
を
除
く
。
）
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
第
三
項
地
域
企
画
課
に
関
す
る
部
分
第
三
号
中
「
地
域
運
用
課
」
を
「
通
信
指
令
課
」
に
改

め
、
同
部
分
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

鉄
道
警
察
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
第
三
項
地
域
運
用
課
に
関
す
る
部
分
中
「
地
域
運
用
課
」
を
「
通
信
指
令
課
」
に
改
め
、
同

部
分
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
条
第
五
項
運
転
免
許
課
に
関
す
る
部
分
中
第
五

号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
同
部
分
第
三
号
中
「
自
動
車
等
の
運
転
者
に
対
す
る
」

を
「
運
転
免
許
に
係
る
」
に
、
「
適
正
検
査
」
を
「
適
性
検
査
」
に
改
め
、
同
号
を
第
四
号
と
し
、
第

二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

運
転
免
許
の
取
消
し
、
停
止
等
の
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
第
五
項
運
転
管
理
課
に
関
す
る
部
分
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
号

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
一
年

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

山
口
県
公
安
委
員
会

表
山
口
県
柳
井
警
察
署
の
部
余
田
警
察
官
連
絡
所
の
項
及
び
同
表
山
口
県
防
府
警
察
署
の
部
向
島
警

察
官
連
絡
所
の
項
を
削
り
、
同
表
山
口
県
美
祢
警
察
署
の
部
美
東
交
番
の
項
所
管
区
の
欄
中
「
の
う

ち
」
の
下
に
「
美
東
町
赤
、
美
東
町
絵
堂
、
」
を
、
「
美
東
町
長
登
」
の
下
に
「
、
美
東
町
綾
木
」
を

加
え
、
同
部
赤
郷
警
察
官
駐
在
所
の
項
及
び
綾
木
警
察
官
駐
在
所
の
項
を
削
り
、
同
表
山
口
県
長
門
警

察
署
の
部
湯
本
警
察
官
駐
在
所
の
項
所
管
区
の
欄
中
「
深
川
湯
本
」
を
「
の
う
ち
深
川
湯
本
、
渋
木
、

真
木
」
に
改
め
、
同
部
渋
木
警
察
官
駐
在
所
の
項
を
削
り
、
同
表
山
口
県
下
関
警
察
署
の
部
関
門
国
道

下
関
検
問
所
の
項
名
称
の
欄
中
「
関
門
国
道
下
関
検
問
所
」
を
「
関
門
国
道
下
関
警
備
派
出
所
」
に
改

め
る
。

雑

報

正

誤

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日
山
口
県
報
の
目
次

誤

正

公
衆
浴
場
入
浴
料
金
統
制
額
の
指
定
に
関
す
る
告
示

の
一
部
改
正
（
環●

境●

政●

策●

課
）

公
衆
浴
場
入
浴
料
金
統
制
額
の
指
定
に
関
す
る
告
示

の
一
部
改
正
（
生䀝

活䀝

衛䀝

生䀝

課
）

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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